
「兵庫県ホームページご案内」
「介護支援専門員証の新規交付」

～介護支援専門員の皆様へ～
県ホームページには兵庫県からの大切なお知らせを掲載しています。

定期的に県ホームページを確認するようお願いいたします。

県へのお問い合わせはメールもしくはAIチャットボットからお願いします。
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お知らせ

証交付にかかる一件あたりの費用が増加していることを踏まえ、

令和６年４月１日より介護支援専門員証交付手数料及び有効期間

更新手数料の改定を予定しています。

詳細や具体的な取扱いについてはこちら →
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お知らせ

１ 改定年月日
令和６年４月１日

２ 改定後手数料
2,100円（現行1,800円）

３ 改定の対象となる手続き
証交付を伴うすべての手続き →

手続き区分 内容

新規登録・新規交付
（電子申請）

実務研修を修了された方が、介護支援
専門員の登録及び証交付の申請をする
場合の手続き。

交付申請
（様式第１号の２）

登録のみ行った方や再研修を修了した
方が、新たに介護支援専門員証の交付
を申請する場合の手続き。

書換交付
（様式第３号） 氏名が変更となった場合の手続き。

再交付
（様式第６号）

介護支援専門員証を紛失した場合等の、
再発行の手続き。

有効期間の更新
（様式第７号）

介護支援専門員証の有効期間を更新す
る場合の手続き。

他都道府県から転入
（様式第２号）

県内の事業所に勤務している、又は勤
務しようとしている方が、県外の都道
府県から本県に登録を移す場合の手続
き。

3



お知らせ

【 考え方 】
○改定前の手数料（1,800円）で受け付けるもの
令和６年３月29日（金）までに提出された申請書（郵送の場合は必着）
（ただし、更新の場合は有効期間満了日が令和６年６月30日までの方のみ受付）

○改定後の手数料（2,100円）で受け付けるもの
令和６年４月１日（月）以降受け付ける申請書

【 取扱いの例 】

（例１）改定前の手数料（1,800円）
・有効期間満了日 令和６年４月15日
・更新申請書類の発送日 令和６年３月27日
・県高齢政策課が申請書類を受け付けた日 令和６年３月29日

（例２）改定後の手数料（2,100円）
・有効期間満了日 令和６年４月15日
・更新申請書類の発送日 令和６年３月30日
・県高齢政策課が申請書類を受け取った日 令和６年４月１日

（例３）書類返却（令和６年４月１日以降に改めて提出）
・有効期間満了日 令和６年７月15日
・更新申請書類を発送日 令和６年３月27日
・県高齢政策課が申請書類を受け取った日 令和６年３月29日 4



＜注意＞
（１）この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡する
ことはできない。

（２）この証明書を紛失したときは、直ちに発行者
に届け出なければならない。

（３）この証明書は、新たな証明書の交付を受けた
とき、登録名簿の移転等によって資格を失ったと
きは、直ちに発行者に返納しなければならない。

※研修情報・更新手続きについて、QRコードから兵
庫県HPにアクセスできます。

令和３年度以降に交付された
介護支援専門員証（カード）の裏面

令和３年度から
発行されるカード裏面に
兵庫県ホームページの二次元
コードが掲載されています。

お知らせ
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①

6

GoogleやYahoo!などの検索エンジンで

「兵庫県ホームページ」
と検索してください。



「兵庫県ホームページ」
と記載のあるリンクをクリックし
てください。（赤丸部分）

②
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③ パソコンで兵庫県ホームページを開いた場合の画面

県ホームページの左側にある検索バーに

「ケアマネ」
と入力してください。
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④ スマートフォンで兵庫県ホームページを開いた場合の画面

9

県ホームページ
の右上にある

「情報を探す」
をクリック

してください。

「情報を探す」をクリックす
ると検索バーが出てきます。

検索バーに

「ケアマネ」
と入力してください。



⑤ 兵庫県ホームページ内で「ケアマネ」と検索した結果↓

『兵庫県/介護支援専門員
(ケアマネジャー)について』
をクリックしてください。
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⑥ 兵庫県ホームページ「介護支援専門員について」トップページです。

お問い合わせはまず、こちらのAI
チャットボットをご利用ください。
電話やメールよりも早く回答が得られ
ます。
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県への申請書類のダウンロード等について

各種手続きの
申請書類ダウンロード
手続きの流れについてはこ
ちらをクリックしてください。

⑦
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⑧

申請書類のダウンロードや
更新手続きや登録移転の手
続きの流れなどを確認する
ことができます。
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⑨「介護支援専門員について」のページ下部に各種連絡先を掲載しています。

県高齢政策課へのお問い合わせは
メール及びAIチャットボット
でお願いしております。
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介護支援専門員実務研修見学実習受入協力事業所について

県ホームページの左側にある検索バーに

「見学実習受入協力事業所一覧」
と入力してください。

⑩

15



介護支援専門員実務研修見学実習受入協力事業所について

見学実習受入協力事業所一覧については、ホームページ上で掲載。
※対象は見学実習受入協力事業所として兵庫県で登録している居
宅介護支援事業所となります。

⑪
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